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✓ コンビニ納付（バーコード）は、税務署から送付等されたコンビニ納付専用の

バーコード付納付書を使用し、国税庁が指定した納付受託者（コンビニエンス

ストア）へ納付を委託することにより国税を納付する手続。

⇒ 国税コンビニ納付において、各コンビニエンスストアは、「納付受託者」と

して、納税者から国税納付の委託を受け、国庫への納付を行う。

１

国税コンビニ納付の概要



①バーコード付納付
書の送付又は交付

②払込金受領証
（領収証）

③受託金

④受託金

⑤国庫納付 ⑥国庫収納連絡

コンビニ本部
（払込取扱票・本部控え）

コンビニ店舗
（払込取扱票・店舗控え）

納税者

収納代行会社

収納情報の連絡

日本銀行

②納付
（納付委託）

２

国税コンビニ納付の流れ（イメージ）



令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度
令和５年度
（速報値）

コンビニ納付
２０８
（２２）

１９４
（４２）

２４７
（７４）

２４６
（５１）

２４９
（５３）

国税納付件数
（全体）

４，４８４ ４，４５９ ４，７９５ ４，８５１ ４，９４４

割合 ４.６％ ４.３％ ５.２％ ５.１％ ５.１％

※ カッコ書きは、コンビニ納付の内「QRコード」（コンビニ店舗のキオスク端末にQRコードを読み取
らせることでバーコード付納付書を出力して納付する方式）を利用した件数

✓ 国税庁においては、DX推進の観点から、ダイレクト納付（e-Taxを利用した口

座振替）やインターネットバンキングによる電子納税、振替納税などのキャッ

シュレス納付を推奨。

✓ コンビニ納付は、キャッシュレス納付のカテゴリーではないが、２４時間の対

応が可能で、納付拠点数も多いことから一定の納税者ニーズが存在。

（国税コンビニ納付の利用件数の推移） （単位：万件）

３

国税コンビニ納付の利用状況



✓ バーコード付納付書（下図）により、コンビニ店舗で納付の委託が行われた場合

には、下記の①～③に領収印が押されたうえで、①（払込取扱票・本部控）はコ

ンビニ本部で保管、②（払込取扱票・店舗控）はコンビニ店舗で保管し、③（払

込金受領証・領収証）は納税者に交付される。

バーコード印字部分

① ③②

４

バーコード付納付書の取扱い



国税コンビニ納付における払込取扱票の保管

コンビニ本部控え コンビニ店舗控え

コンビニ納付
（バーコード）
協定内容

払込取扱票（コンビニ本部控）
又は当該払込取扱票の内容を記
録した電子情報について受託日
後５年間以上保存する。

払込取扱票（コンビニ店舗
控）については、受託日後３
か月以上保存する。

✓ 国税庁では、納付受託者たるコンビニエンスストア各社の意見も踏まえ、協定書

上で、払込取扱票（本部控）及び払込取扱票（店舗控）を保管することとしてい

る。

✓ これらは、事後、取扱金額に不一致が生じた場合や、国税庁が検査を実施する場

合に備えてのものであるが、コンビニ本部控えは紙又電磁的記録で５年以上、コ

ンビニ店舗控えは３ヶ月以上保管することとしている。

５



国税コンビニ納付における検査の実施

✓ 国税コンビニ納付においては、「納付受託者」が国税の納付に関する事務を適正

かつ確実に実施することが要請されており、これを担保するため必要があるとき

に検査を実施。

✓ 検査について、協定書では、「国税庁及び国税局の職員は、納付受託事務の履行

に関し、納付受託者について帳簿証拠書類及び業務履行の妥当性について検査を

行うことができる」としており、具体的には、必要に応じて、帳簿書類の作成・

記録状況の確認、事務従事者への聞取りなどを実施。

６
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